
市@Lアドレス、市役所の住所、連絡先などは27ページをご覧ください。

6
月
7
日
㈰
は
、
レ
モ
ン
湯
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か　

B
浴
場
組
合
加
盟
5
浴
場　

I
環
境
生
活
課　

J
(32)
6
3
3
3

公
営
企
業
調
査
審
議
会

委
員
を
募
集

募
集
人
員
若
干
名

応
募
資
格
18
歳
以
上
（
高
校
生
、

市
議
会
議
員
、
常
勤
の
市
職
員
を

除
く
）
で
、
任
期
中
に
開
催
さ
れ

る
審
議
会
に
参
加
で
き
る
方

報
酬
会
議
1
回
に
つ
き
6
千
100
円

任
期
8
月
1
日
〜
平
成
29
年
7
月

31
日　

H
I
6
月
17
日
㈬
ま
で
に
直
接
ま

た
は
郵
送
（
必
着
）、
E
メ
ー
ル

で　

住
所
、
氏
名
、
性
別
、
生
年

月
日
、
電
話
番
号
、
職
業
（
学
年
）、

市
の
審
議
会
や
懇
談
会
な
ど
の
委

員
経
験
の
あ
る
方
は
そ
の
名
称
と

期
間
、
応
募
動
機
（
400
字
程
度
）

を
記
入
し　

上
下
水
道
部
総
務
課　

J
(32)
6
6
2
8　

Msu-soum
u

＠
city.tom

akom
ai.hokkaido.

jp

平
成
27
年
度
・
28
年
度

競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
追
加
登
録

資
格
要
件
市
税
、
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
未
納
が
な
く
、
次

の
要
件
を
満
た
す　

①
建
設
工
事

で
①
〜
⑤
＝
申
請
を
希
望
す
る
業

種
の
許
可
ま
た
は
登
録
を
受
け
て

か
ら
引
き
続
き
1
年
以
上
そ
の
事

業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
、
⑥
〜
⑧

＝
営
業
年
数
が
1
年
以
上
あ
る
こ

と
、
②
〜
⑦
＝
決
算
書
に
希
望
す

る
業
種
の
業
務
高
が
あ
る
こ
と

申
請
書
類
契
約
課
L

H
I
6
月
8
日
㈪
〜
16
日
㈫
に
必

要
書
類
を
直
接　

契
約
課

●
工
事
担
当　

J
(32)
6
2
1
6

●
物
品
担
当　

J
(32)
6
2
2
3

「
と
ま
チ
ョ
ッ
プ
水
」

販
売
記
念
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
ま
す

苫
小
牧
の
お
い
し
い
水
道
水
を
原

料
に
し
た
ボ
ト
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー

「
と
ま
チ
ョ
ッ
プ
水
」
の
販
売
を

記
念
し
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま

す
。
と
ま
チ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
「
と

ま
チ
ョ
ッ
プ
水
」
の
お
披
露
目
な

ど
を
予
定
し
て
い
ま
す

A
6
月
29
日
㈪　

10
時

B
市
役
所
1
階
中
央
ロ
ビ
ー

I
上
下
水
道
部
総
務
課　

J
(32) 

6

6 

2
8

第
60
回
と
ま
こ
ま
い
港
ま

つ
り
市
民
お
ど
り
・
ポ
ー

ト
カ
ー
ニ
バ
ル
に
つ
い
て

A
市
民
お
ど
り
＝
8
月
8
日
㈯
、

ポ
ー
ト
カ
ー
ニ
バ
ル
＝
8
月
9
日

＝
平
成
25
年
12
月
2
日
以
降
の

「
経
営
事
項
審
査
」
を
受
け
て
い

て
、
希
望
す
る
工
種
の
「
経
営
規

模
等
評
価
結
果
通
知
書
・
総
合
評

定
値
通
知
書
」
に
平
均
完
成
工
事

高
が
あ
る　

②
土
木
設
計
＝
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
を
受
け

て
い
る　

③
建
築
設
計
＝
1
級
ま

た
は
2
級
建
築
士
事
務
所
の
登
録

を
受
け
て
い
る　

④
測
量
＝
測
量

業
ま
た
は
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

の
登
録
を
受
け
て
い
る　

⑤
地
質

調
査
＝
地
質
調
査
業
の
登
録
を
受

け
て
い
る　

⑥
設
備
設
計　

⑦
側

溝
清
掃　

⑧
物
品
納
入
そ
の
他
＝

法
令
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
許
可

や
免
許
、
登
録
な
ど
を
受
け
て
い

る　

※
平
成
27
年
6
月
1
日
現
在

㈰募
集
期
間
市
民
お
ど
り
＝
6
月
1

日
㈪
〜
17
日
㈬　

ポ
ー
ト
カ
ー
ニ

バ
ル
＝
港
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事

務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

D
港
ま
つ
り
で
市
民
お
ど
り
・
ポ

ー
ト
カ
ー
ニ
バ
ル
の
参
加
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
事
業
所
・
団
体

で
参
加
さ
れ
る
方
か
ら
、ご
家
族
・

ご
友
人
で
参
加
さ
れ
る
方
ま
で
、

ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

H
I
所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は
郵

送
（
必
着
）、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ

ー
ル
で　

〒
053
‐
0
0
2
1　

若

草
町
3
‐
3
‐
8　

市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
2
階　

第
60
回
苫
小

牧
港
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務

局
（
市
商
業
観
光
課
内
）　

J

(33)
2
2
3
3　

K
(33)
2
2
3
4　

Mshogyokanko＠
city.tom

ako
m
ai.hokkaido.jp

「
市
役
所
職
員
を

名
乗
る
還
付
金
詐
欺
」

に
注
意
！

公
的
機
関
が
電
話
に
よ
り
、

A
T
M
の
操
作
を
指
示
し
た
り
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
注
意
し

ま
し
ょ
う
！

I
苫
小
牧
警
察
署　

J
(35) 

0
1
1

0　

市
安
全
安
心
生
活
課　

J
(32)

6
2
8
7

暮
ら
し

@I水道管理課 @J（32）6696(平日昼間) @J（32)6111(左記以外)

水道修理の申し込み
平成26年12月発行の水だよりに「一般家庭の水道修理を
行う事業者名簿（保存版）」を掲載しています。（市役所、
各コミセン、勇払出張所、植苗ファミリーセンターでも
配布しています。）水道修理を依頼される場
合は、直接水道業者に電話し、数社から金額
などを確認した上で修理を依頼してください
※名簿はQRコードからもご覧いただけます
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